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審査委員会の審査方法等について（案） 

 
 

１ 一次審査（書類審査） 

（１）各委員の審査 

提案団体から提出された企画書をもとに、各委員が別紙１の審査基準に基づき審査

を行う。各項目５段階で審査を行う。 

 

 
（２）審査委員会の審査 

ア 事業ごとにすべての審査員の審査結果がわかるように一覧表を作成する。 

イ 審査項目ごとに平均点を求める。（小数第３位を四捨五入する。） 

ウ 平均点を集計したものを当該事業が獲得した合計得点とする。 
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（３）通過団体の選定 

事業の合計点数が原則満点の 60％以上の事業を基本に、合議により二次審査に進

む事業を選定する。 

（例） 

 事業名 得点 選定 

１ ○○支援事業 26.50  

２ △△○○事業 23.25 

３ ○○事業 23.00 

４ △△△△支援事業 22.75 

５ ○○啓発事業 22.00 

６ △△支援事業 21.25 

７ ○○推進事業 19.25 

８ □□推進事業 18.00 

９ □□支援事業 17.75 
 

10 ○○支援事業 16.75 

  満点 30 点（60% 18 点） 

※ 18 点以上を獲得している事業でも、疑義がある事業については、合議により

二次審査の候補事業としない場合もある。 

 

（４）審査員は二次審査に進む事業を選定するにあたり、助言することができる。 

 

（５）一次審査の結果を提案団体へ通知する。（通過しなかった事業の提案団体へは、 

その理由を付して、通知する。） 

 

    二次審査の対象事業を提案した団体は、引き続き区の提案事業に関係 

する課と意見交換を行い、事業の実現性や効率性を高めていきます。 

    その際、一次審査で審査委員からの助言を参考に意見交換を行います。 

    意見交換後、区事業関係課は、審査委員会に対して、二次審査の参考資料 

として意見書を提出します。 

 また、意見交換の結果、一次審査の結果を損なわない範囲で、企画書の一 

部を修正する場合があります。 

 
 

実現性・効率性         企画書 

役割分担             一部 

スケジュール                    修正          
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２ 二次審査（公開プレゼンテーション） 

（１）公開の場で、提案団体から事業の説明を受けたのち、提案団体への質疑を行い、

各委員は必要に応じて、一次審査の審査結果を修正する。 

 

                 （１０分） 

 
 
 
 
 
 
                 （１０分） 

 
 
（２）公開プレゼンテーション終了後、非公開で一次審査と同様に各委員からの審査結

果を基に、審査項目ごとに平均点を出し、平均点を集計し、合計得点を求める。 

 

（３）合計点数が原則満点の 70％以上の事業を基本に、予算の範囲内で、合議により

区との協働事業に適した候補事業を選定する。 

（例） 

満点 30 点（70％ 21 点） 

※ 21 点以上を獲得している事業でも、疑義がある事業については、合議により

候補事業としない場合もある。 

 

 

 

 事業名 得点 事業費 選定 

１ ○○支援事業 26.25 50 万  

２ △△○○事業 24.50 50 万 

３ ○○事業 23.75 50 万 

４ △△△△支援事業 23.00 45 万 

５ ○○啓発事業 22.25 50 万 

６ ○○事業 21.00 50 万 

７ ○○推進事業 20.75 50 万  

８ △△支援事業 18.25 35 万 

合
議
に
よ
り
候
補 

事
業
を
選
定 


